
 

 
 

データ共有クラウドサービス「CIMPHONY Plus」利用規約 

 

「CIMPHONY Plus」利用規約（共通） 

 

本利用規約（以下「基本規約」といいます。）は、福井コンピュータ株式会社（以下「当社」といいます。）が提供

するデータ共有クラウドサービス「CIMPHONY Plus」（以下「本サービス」といいます。）を利用する際の条件及び

当社と利用者との間の権利義務関係を定めたものです。本サービスの利用に際しては、必ず基本規約の全文をお

読みいただいたうえで、同意いただく必要があります。なお、本サービスの契約者（有料）は、基本規約の他に有料

規約にも同意いただく必要があります。 
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第１条（適用範囲） 

１ 基本規約の条項は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する利用者と当社との間の権利義

務関係を定めることを目的とし、当社と利用者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されま

す。 

２ 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関する説明事項は、基本規約と一体のものとして、

利用者はこれら全てを遵守する義務を負うものとします。ただし、基本規約の内容と、説明事項その他の基

本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、基本規約の条項が優先して適用されるものとし

ます。 

 

第２条（定義） 

基本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

(1) 「サービス利用契約」とは、基本規約及び利用者と当社との間で締結する、本サービスの利用契約を意

味します。 

(2) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それら

の権利を取得し又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。）を意味します。 

(3) 「共有データ」とは、本サービス上で共有するコンテンツ（写真、３次元データ（設計データ・点群デー

タ）、図面、テキストなどを含みますが、これらに限りません。）を意味します。 

(4) 「利用者」とは、本サービスを利用する全ての者であり、第 5 条（登録）に基づき本サービスの利用につ

いて登録がなされた法人又は個人を意味します。なお、利用者は次の種類に区分されます。 

① 契約者:本サービスの契約者であり、本サービスの専用ページから現場を作成できる権限を所有者

に付与する権限を有する者。 

② 所有者:現場を作成し、作成者と参照者を招待できる権限を有する者。 

③ 作成者:招待された現場へのデータ読み書きが行える権限を有する者。 

④ 参照者:招待された現場へのデータ読込みのみ行える権限を有する者。 

⑤ 登録者:上記①から④に該当しない、アカウントのみを有する者。 

(5) 「参加者」とは、利用者のうち所有者、作成者、参照者の総称を意味します。 

(6) 「現場」とは、本サービスにおいて共有データを管理する単位を意味します。 

(7) 「連携製品」とは、当社が販売する製品を意味します。なお、その製品名、バージョン等については、本サ

ービスサイト（https://const.fukuicompu.jp/products/cimphonyplus/index.html）に記

載するものとします。 

 

第３条（サービス内容） 

本サービス内容は、（https://const.fukuicompu.jp/products/cimphonyplus/plan.html）に記載する

ものとし、契約者は「Standard」、「Professional」、「Professional Light」の各プランを利用することができます。 

 

第４条（利用料金） 

本サービスの利用料金は、有料規約第２条に定める利用料金を契約者が当社に対して支払うものとします。 

 



 

 
 

第５条（登録） 

本サービスの利用を希望する者は、基本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「登

録事項」といいます。）を本サービスの新規アカウント登録画面に入力（当社の定める方法で当社に提供）するこ

とにより、当社に対し、本サービスの登録を申請することができます。 

 

第６条（登録事項の変更） 

利用者は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅延なく当社に通知するもの

とします。 

 

第７条（ID 等の管理） 

１ 利用者は、自己の責任において、本サービスに関する契約コード及びユーザーコード（ただし、契約者の

み）、ログインＩＤ及びパスワード（以下「ＩＤ等」と総称します。）を適切に管理及び保管するものとし、

これを第三者に利用させ又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとし、これらに違反するこ

とにより当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。 

２ 当社はＩＤ等に基づき本サービスを提供するものであり、利用者のＩＤ等の管理不十分、使用上の過誤、

不正使用等により利用者又は第三者に生じた損害に関する責任は利用者が負うものとし、当社は一切の

責任を負いません。 

 

第８条（利用期間） 

本サービスの利用期間は、契約者は有料規約第 5 条に記載のとおりとし、参加者は契約者（又は所有者）より

付与された各現場に対する権限が無効となる日までとします。また、権限が付与された現場を管理する契約者の契

約期間が終了した場合も、同様に利用期間が終了となります。ただし、利用者が本サービスよりアカウントを削除し

ない限り、登録者として登録事項は有効に存続します。 

 

第９条（契約内の変更） 

契約内容の変更は、契約者のみが行えるものとし有料規約第 6 条の定めによるものとします。 

 

第１０条（禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行

為をしてはなりません。 

(1) 法令に反する行為又は犯罪行為に関する行為 

(2) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

(3) 公序良俗に反する行為 

(4) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名

誉、その他の権利又は権利を侵害する行為 

(5) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 

(6) 本サービスの運営を妨害する恐れのある行為 

(7) 当社のネットワーク若しくはシステム等に不正アクセスし又は不正アクセスを試みる行為 



 

 
 

(8) 共有データの権利を有する者の許可なくこれを改変する行為 

(9) 第三者に成りすます行為 

(10) 本サービスの他の利用者の ID 等を利用する行為 

(11) 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為 

(12) 本サービスの他の利用者の情報収集 

(13) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 

(14) 現場の共有データを当該データの権利を有する者の許可なく他の業務に利用するなどの二次利用行為 

(15) 反社会的勢力等への利益供与行為 

(16) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為 

(17) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１１条（本サービスの停止等） 

１ 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部

の提供を停止又は中断することができるものとします。 

(1) 本サービスに係るコンピュータ・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合 

(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合 

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスが運営できなくなった場

合 

(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

２ 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第１２条（権利の帰属） 

１ 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は、全て当社、当社にライセンスを許諾している者又は

共有データの権利を有している者（以下「権利者」と総称します。）に帰属しており、基本規約に基づく本サー

ビスの利用許諾又は共有データの使用は、権利者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 

２ 利用者は、本サービスに保存する共有データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を

有していること及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に表明し、保証するものとし

ます 

 

第１３条（登録抹消等） 

１ 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく当該

利用者について、本サービスの利用を一時的に停止し又は将来にわたって利用者としての登録抹消若しくはサ

ービス利用契約を解除することができます。 

(1) 基本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐

人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 

(4) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下「反社会的勢力



 

 
 

等」と総称します。）である又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営

に協力若しくは関与する等の反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判

断した場合 

(5) 利用者が、過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合 

(6) 登録者が１２ヶ月以上、本サービスの利用がない場合 

(7) 当社からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して３０日間以上の応答がない場合 

(8) その他、当社が本サービスの利用、利用者としての登録又はサービス利用契約の継続を適当でないと判

断した場合 

２ 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害についての一切の責任を負いません。 

 

第１４条（退会） 

１ 利用者は、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、自己の利用者としての登録

を抹消することができます。 

２ 退会後の利用者情報の取扱いについては、第２０条の規定に従うものとします。 

 

第１５条（本サービスの内容変更、終了） 

１ 当社は、当社の都合により、本サービスの内容、利用料金等を変更し又は本サービスの提供を終了することが

できます。この場合、当社は登録者を除く利用者に対して３０日前までに通知するものとします。ただし、本サ

ービスの種類又は内容を追加する場合は、事前の通知なくして変更できるものとします。 

２ 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害についての一切の責任を負いません。 

 

第１６条（保存データの取扱い） 

契約者が退会又は登録抹消により本サービスを利用しなくなった場合は、利用者が保存していた共有データ及び登

録情報は本サービスより削除されるものとします。なお、一度削除された当該情報は復元できないものとします。 

 

第１７条（保証の否認及び免責） 

１ 当社は、本サービスについて、明示、黙示を問わず、特定の目的への適合性、有用性、市場性、利用者によ

る本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、本サービスに不

具合が生じないこと、及び本サービスが依拠する当社への通信手段の継続的利用の可能性の保証を含む一

切について、何ら保証するものではありません。 

２ 本サービスの提供又は提供不能に関して、いかなる場合においても利用者その他第三者に生じた一切の損害

（直接的、間接的、偶発的、結果的損害、データの損失、逸失利益、回復費用その他の特別な損害を含

みますが、これらに限定されません）について、そのような損害の生じる可能性について当社が知っていたか否か

に関わらず、また、その発生原因、理由を問わず、当社は一切責任を負いません。 

３ 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して利用者と他の利用者との間において生じた取引、連絡、紛争等に

ついては、当社は一切責任を負いません。 

 

 



 

 
 

第１８条（秘密保持） 

１ 当社は、本サービスにより知り得た利用者の業務上又は技術上の秘密情報について、第三者に開示、漏洩し

ないものとし、本サービス以外に使用しないものとします。 

２ 前項の秘密情報のうち、以下のいずれかに該当した場合は、前項の規定は適用しないものとします。 

(1) 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公となった事実 

(2) 第三者から適法に取得した事案 

(3) 開示の時点で保有していた事実 

(4) 開示された情報を無関係に独自に開発された事実 

(5) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実 

 

第１９条（ログ情報等の取扱い） 

１ 当社は、本サービスの利用状況等を、法律に従い適切な方法で管理し、共有データの管理、本サービスのサ

ポート、市場の分析、新サービスの企画、品質向上及びサービスの提供・充実等の目的の為にのみ利用できる

ものとします。 

２ 当社は、前項記載の情報等を、利用者の事前の書面による承諾なく、第三者に対して開示・提供しないもの

とします。ただし、法的根拠に基づく公的機関からの情報開示要求があった場合は、この限りではないものとしま

す。 

３ 前２項にかかわらず、当社は、当社が取得した第１項の情報等について、利用者の特定ができない状態にま

で適切に加工したうえで、当社のグループ会社である「福井コンピュータホールディングス株式会社」、「福井コン

ピュータアーキテクト株式会社」及び「福井コンピュータスマート株式会社」（以下「福井コンピュータグループ各

社」と総称します。）、その他の第三者に開示・提供することがあります。 

 

第２０条（利用者情報の取扱い） 

当 社 に よ る 利 用 者 の 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 福 井 コ ン ピ ュ ー タ グ ル ー プ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

（http://hd.fukuicompu.co.jp/privacy/index.html）の定めによるものとし、利用者はこのプライバシーポ

リシーに従って当社を含む福井コンピュータグループ各社がお客様の情報を取り扱うことについて同意するものとします。 

 

第２１条（基本規約の変更） 

当社は、基本規約の内容を変更できるものとします。この場合は、当社は利用者に対して３０日前までに当該変

更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合又は当社が定める期

間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、利用者は、基本規約の変更に同意したものとみなされます。ただし、

本サービスの種類又は内容を追加する場合は、事前の通知なくして変更できるものとします。これらの場合、以後の

本サービスの提供には変更後の基本規約が適用されます。 

 

第２２条（連絡及び通知） 

本サービスに関する問い合わせ、その他利用者から当社に対する連絡又は通知及び基本規約の変更に関する通

知、その他当社から利用者に対する連絡又は通知については、当社が適当と判断する方法（当社ホームページに

おける掲示又は電子メール若しくは郵便物等）により行うものとします。 



 

 
 

第２３条（サービス利用契約上の地位の譲渡等） 

１ 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、基本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、

第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

２ 当社は、本サービスにかかる事業を他社（福井コンピュータグループ各社を含む。）に譲渡した場合は、当該

事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、基本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録事項そ

の他の顧客情報を当該事業譲渡の譲渡人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本

項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、

会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 

 

第２４条（賠償責任） 

利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用を以てこれを

解決し、当社に損害を与えることのないものとします。また、利用者が基本規約に反した行為又は不正若しくは違法

な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。 

 

第２５条（分離可能性） 

基本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断され

た場合であっても、基本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続

して完全に効力を有するものとします。 

 

第２６条（準拠法） 

基本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

 

第２７条（協議及び合意管轄） 

１ 基本規約に定めのない事項又は基本規約の内容に関して疑義が生じた場合は、当事者は信義誠実の原則

に従ってこれを協議し、解決するものとします。 

２ 基本規約又はサービス利用契約起因し又は関連する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄す

る地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

附則 

基本規約は、2019 年 9 月 24 日より適用します。 

2022 年２月 １日より一部改定します。 

 

以上 

  



 

 
 

※以下は、有料契約を希望される方向けの規約となります。有料契約を希望される利用者（契約者）は、有料

規約にも同意いただく必要があります。 

 

「CIMPHONY Plus」利用規約（有料契約向け） 

 

本有料契約利用規約（以下「有料規約」といいます。）は、利用者のうち有料契約を希望される利用者（契約

者）が、本サービスを利用する為の条件及び当社との権利義務関係を定めたものです。必ず有料規約の全文をお

読みいただいたうえで、同意いただく必要があります。なお、契約者となる為には、基本規約と有料規約の両方に同

意いただく必要があります。また、基本規約と有料規約の条項において説明等とが異なる場合は、有料規約の条項

が優先して適用されるものとします。  

 

第１条 （定義） 

第２条 （契約方法） 

第３条 （利用料金） 

第４条 （支払方法） 

第５条 （契約期間） 

第６条 （契約内容の変更） 

第７条 （サポート） 

第８条 （契約の解約又は解除） 

第９条 （登録抹消等） 

第１０条 （共有データの取扱い） 

第１１条 （契約終了後の再登録） 

第１２条 （その他） 

 

第１条（定義） 

有料規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。なお、特に定義されてい

ない用語は、基本規約に定める定義と同じ意味を持ちます。 

(1) 「契約認証」とは、契約者として利用者が本人のアカウントと当社が発行した保証書に記載の契約コー

ドとの認証処理が完了したことを意味します。 

(2) 「販売代理店」とは、当社に代わりお客様への販売窓口として、諸手続き並びに利用料金の請求及び

回収を実施する事業者をいいます。 

(3) 「販売代理店等」とは、販売代理店と当社をいいます。ただし、当社が当社のみを窓口等として指定す

る場合は、当社のみを指すものとします。 

 

第２条（契約方法） 

１ 利用者が販売代理店等の定める方法により当社に対し申込みを行い、当社が当該利用者に対し保証書を

送付することにより、契約が成立するものとします。 

２ 利用者は、前項の保証書をもって契約認証することにより、契約者として契約した本サービスのプランを利用す



 

 
 

ることができます。 

３ 契約は、契約者の事業所単位とし、１事業所につき１契約のみとします。 

 

第３条（利用料金） 

１ 契約者は、本サービスの利用料金として、「サービス内容」（https://const.fukuicompu.jp/products/c

imphonyplus/plan.html）に記載された金額を、当社に対して第４条の方法にて支払うものとします。 

２ 契約期間中に契約プランを変更した場合は、第６条１項４号のとおりとします。 

 

第４条（支払方法） 

１ 契約者は、本サービスの契約プランごとに定められた利用料金を、第２項に定める支払方法により、これを支

払うものとします。 

２ 利用料金は、請求書発行による振込みとし、契約者と当社との間で定めた支払期日までに支払うものとします。 

 

第５条（契約期間） 

１ 契約者のサービス利用契約期間は、当社より契約者に対し送付した保証書に記載の期間とします。 

２ 契約初回時に限り、契約認証から契約期間開始日までの期間をサービス期間とし、本サービスの利用を無料

で許可するものとします。 

３ 契約者が、契約を更新する場合は、販売代理店等の定める方法により当社に対し申込みを行い、当社より

保証書を受領することで、当該保証書に定める期間、本サービスを利用できるものとします。 

 

第６条（契約内容の変更） 

１ 契約者は、契約期間中に当社所定の方法により次のとおり本サービスの契約プランを変更できるものとします。 

(1) Standard から Professional に変更（アップグレード）のみ随時できるものとします。 

(2) Standardはストレージを、Professionalはストレージ及び現場を随時増やすことができるものとします。 

(3) 契約プランの変更は契約者から申込みにより、当社が変更作業を行った時点で、変更後の新たなサー

ビスを利用できるものとします。 

(4) 契約者はプラン変更により、利用料金が変更となる場合は、当該変更月の翌月から新たな利用料金が

適用となり、当社が定める差額料金と方法にて一括で支払うものとします。 

２ 契約プランの解約及び前項１号及び２号以外の見直し（グレードダウン、ストレージ又は（及び）現場を減

らすことなど）は、年間契約の更新時のみ行うことができるものとします。 

 

第７条（サポート） 

契約者が当社連携製品を契約し、かつ電話サポートサービスの契約が有効である場合は、当該電話サポートサー

ビスを利用して、当社よりサポートを受けることができます。なお、当該電話サポートサービスの契約が終了又は契約

がない場合は、スポット保守を利用することが可能です。スポット保守に関する詳細は、当社ホームページをご参照く

ださい。 

 

 



 

 
 

 

第８条（契約の解約又は解除） 

1 お客様は、本サービスのいずれかの契約プランにおいても、契約期間中は解約できないものとします。 

2 当社は、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に通知することなく契約を解

除できるものとします。 

① 基本規約第 1１条 1 項により本サービスが終了した場合 

② 手形若しくは小切手が 1 回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権

の実行としての競売租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始された場合 

③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた場合 

④ その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合 

3 お客様は、前項により契約を解除された場合、契約期間が残存している場合でも、当該契約に基づくお客様

の権利は失効するものとし、利用料金については以下のとおりとします。 

① 既に支払われた利用料金のうち、残存期間に応じた利用料金の払戻しは行いません。 

② 月額支払で、残存期間分の未払い利用料金がある場合は、当社が定める金額と方法にて、速やかに支

払うものとします。 

4 当社の理由により契約を解約する場合は、当社はお客様に対して 30 日前に通知することにより当該契約を解

約することができるものとします。なお、契約期間が残存している場合は、当社は利用料金のうち残存期間に相

当する金額をお客様に払い戻すものとします。 

 

第９条（登録抹消等） 

１ 当社は、契約者が、基本規約第１３条１項の規定に加えて、以下の各号のいずれかの事由に該当する場

合においても、同様に解除することができます。 

(1) 利用料金の全部又は一部につき支払いを遅延した場合 

(2) 手形若しくは小切手が１回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権

の実行としての競売租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始された場合 

(3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた場合 

(4) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合 

２ 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に

期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。 

 

第１０条（共有データの取扱い） 

１ 契約者（又は所有者）は、自ら共有データ等のバックアップを行うものとします。 

２ 当社は、本サービスの障害対策を目的として、当社が別途定める方法により、本サービス上にあるデータ等のバ

ックアップを行うことがあります。ただし、当社が本サービス上のデータ等のバックアップを行ったことを以て、バックアッ

プされた本サービス上のデータ等を会員にリストアする義務その他の義務が当社に生じることは一切なく、本サー

ビスの利用に伴いデータ等の消失又は破損等が生じた場合の当社の責任は、第３項に定めるとおりとします。 

３ 当社は、本サービスの利用に伴い、共有データ等の消失又は破損等が生じた場合であっても、その理由の如

何を問わず一切の責任を負うものではありません。 



 

 
 

４ 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、利用者の損害につき、契約者については、過

去１２ヶ月の間に契約者が当社に現実に支払った利用料金を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、

付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を

負わないものとします。 

５ 当社は、利用者が解約、登録抹消により本サービスを利用しなくなった場合、本サービスが終了した場合又は

当社が利用者区分ないしサービス内容を変更したことにより、本サービス上で行えるデータ登録の権利を有しな

くなった場合には、契約終了又は契約変更の１ヶ月後に、保存した当該データは本サービスより削除されるも

のとします。なお、削除に伴い連携製品での利用もできなくなるものとします。 

 

第１１条（契約終了後の再登録） 

１ 契約終了後に再び契約を希望する場合は、新規契約として新たな契約とするものとし、登録された共有データ

利用者情報は引き継げないものとします。 

２ 基本規約第１３条及び有料規約第９条の定めにより登録抹消された契約者については、再登録はできない

ものとします。 

 

第１２条（その他） 

有料規約における、「規約の変更」、「連絡及び通知」、「サービス利用契約上の地位の譲渡等」、「賠償責任」、

「分離可能性」、「準拠法」、「協議及び合意管轄」の各条項は、基本規約第２１条から第２７条の各条項の

「基本規約」を「有料規約」に読み替えて適用するものとします。 

 

 

 

附則 

有料規約は、2019 年 9 月 24 日より適用します。 

2022 年２月 １日より一部改定します。 

以上 

 


